
調　　査

設　　計

実　　施

（元）

設計概要

変　　更

設計概要

経費執行伺番号 納入場所

設　計　書胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託

胎内市　清水　地内

実　　施　・　元 変　　更

設　計　額 円 円

契　約　額 円 円

清掃・処理費　 １式
収集運搬費　　 １式

（内消費税） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円）

契約期間
令和７年４月　１日から
令和８年３月３１日まで



単　位
**胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託**

清掃・処理費

費目　第0001号明細表
収集運搬費

費目　第0002号明細表

小計

消費税

合計

　内訳表

1 式

備　　　　　　　　　　　　考費目・工種・施行名称など 数　　　　　　　量 単　　　　　　価 金　　　　　額

1 式

10 ％



単　位
**胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託**

清掃・処理費

小計

10 回

費目明細表
費目　第0001号明細表

費目・工種・施行名称など 数　　　　　　　量 単　　　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考



単　位
**胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託**

収集運搬費

小計

10 回

費目明細表
費目　第0002号明細表

費目・工種・施行名称など 数　　　　　　　量 単　　　　　　価 金　　　　　額 備　　　　　　　　　　　　考



胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託仕様書 

 

１ 業務内容 

胎内市学校給食センターに設置されているグリストラップの清掃及び清掃に伴い

生じる汚泥の処理業務を行うもの。 

 

２ 委託場所 

調理場名 住所 槽容量（㎥） 年間清掃回数 

胎内市学校給食センター 清水９-７ 1.5㎥ 10回 

※８月及び１月を除く。 

 

３ 委託期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

 

４ 作業内容 

（１） グリストラップの汚泥を引き抜き、運搬処分すること。 

（２） グリストラップの汚泥引き抜き後の水槽等（槽内付属品及び入出排水管）の点

検、清掃。高圧洗浄機を用いるなどして、内壁面等に付着している油分をすべて

除去すること。 

（３） スクリーンの残さの処分等。 

 

５ 提出書類 

（１） 本業務の受注者は、業務の着手に先立ち作業工程表及び産業廃棄物処理・運搬

許可書のコピーを提出すること。マニフェスト伝票は清掃・処分終了後、速やか

に提出すること。 

 

６ 注意事項 

（１） 作業日時は、学校給食センターと協議のうえ決定すること。また、「労働安全

衛生規則」や「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」等を遵守すること。 

（２） 作業後は、現況どおり復旧すること。 

（３） 故障箇所を発見した場合は、速やかに教育委員会に報告し、その指示に従うこ

と。修理が必要となった場合の費用については、別契約とする。 

（４） 引き抜きのミスで、浄化槽、公共下水道に汚泥が流れ込まないように十分注意

すること。 

 

７ 委託料の支払い 

   清掃終了後、翌月の５日までに請求書を提出する。 

 

 

 

 



８ その他 

汚泥運搬について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第１４条第１項の規定による許可を受けていない場合は、入札時に別紙汚泥運

搬確約書をあわせて提出すること。 

汚泥処分について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７

号）第１４条第６項の規定による許可を受けていない場合は、入札時に別紙汚泥処

分確約書をあわせて提出すること。 

この仕様書に定めのない事項又は疑義が生じたときは、双方協議して決めるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



汚泥運搬確約書 

 

 

令和   年   月   日 

 

胎内市長 井畑明彦 様 

 

 

入札参加者                       印 

  

 

 私は、胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託について、私が落札

した場合は下記のとおり履行することを確約します。 

 

記 

 

入札参加者である私                 は汚泥運搬について、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条第１項

の規定による許可を受けていないため、当該許可を受けている者が代行して汚泥運

搬業務を履行します。当委託業務仕様書に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等を遵守し、当入札に基づいた金額で汚泥運搬を行います。 

 また、契約書については私が履行する部分の内容、金額で胎内市と契約を交わし、

汚泥運搬を履行する分は下記汚泥運搬者と胎内市との間で契約を交わすことに同

意します。なお、委託料を請求する際は汚泥運搬者分を代行し、汚泥運搬分、その

他業務分をあわせて請求いたします。 

 

 

 

 

                 が落札した場合は上記について承諾し、汚泥

を運搬いたします。また、汚泥運搬分の内容、金額で胎内市と契約を交わすことに

同意し、委託料を請求する際は落札者が代行して請求いたします。 

 

 

 

 

汚泥運搬者                      印 

 

 



汚泥処分確約書 

 

 

令和   年   月   日 

 

胎内市長 井畑明彦 様 

 

 

入札参加者                       印 

  

 

 私は、胎内市学校給食センターグリストラップ清掃業務委託について、私が落札

した場合は下記のとおり履行することを確約します。 

 

記 

 

入札参加者である私                 は汚泥処分について、

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）第１４条第６項

の規定による許可を受けていないため、当該許可を受けている者が代行して汚泥処

分業務を履行します。当委託業務仕様書に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関する

法律等を遵守し、当入札に基づいた金額で汚泥処分を行います。 

 また、契約書については私が履行する部分の内容、金額で胎内市と契約を交わし、

汚泥処分を履行する分は下記汚泥処分者と胎内市との間で契約を交わすことに同

意します。なお、委託料を請求する際は汚泥処分者分を代行し、汚泥処分分、その

他業務分をあわせて請求いたします。 

 

 

 

 

                 が落札した場合は上記について承諾し、汚泥

を処分いたします。また、汚泥処分分の内容、金額で胎内市と契約を交わすことに

同意し、委託料を請求する際は落札者が代行して請求いたします。 

 

 

 

 

汚泥処分者                      印 

 

 

 


